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契約書（信用取引版）契約条項 Ver.3.1(20200401) 

信 用 取 引 基 本 契 約 書

第１条（基本契約） 

1.お客様（以下「甲」という）が株式会社スコア・ジャパン（以下「乙」という）の提供す

るサービスを利用するにあたり、信用取引基本契約を締結するものとします。本契約の証

として、本書２通を作成し、甲･乙・甲連帯保証人各自記名押印のうえ、甲乙が原本各１

通を保管し、甲連帯保証人がその写しを保管するものとします。 

2.本契約は、信用取引の基本的な内容を定め、同契約および個別の運送契約等から発生した

運賃料金および関税、国内消費税、付加価値税、供託金、罰金、課徴金、保険料、保管料、

処分費用、その他の立替金、立替手数料、負担金を含むすべての利用代金（以下「代金」

という）の支払等について適用されるものとします。また、個別の運送契約は本契約に優

先するものとします。 

 

第２条（利用の開始） 

1.本契約に同意のうえ、甲は、現金、自動口座振替、口座振込により代金を支払うことがで

きます。 

2.信用取引については事前に審査させていただき、お断りする場合もございます。 

 

第３条（信用取引に関する限度額） 

1.信用取引に関する限度額（締日から締日までの代金売掛限度額）は、入会時の審査に基づ

き設定します。また、限度額は実績によりその額を変更させていただく場合があります。

その際、必要に応じて連帯保証人を求めることができるものとします。 

2.信用取引に関する限度額は、上記審査に基づくものといたします。 

3.取引金額が信用取引に関する限度額を超えた場合には、超過分について適時請求をさせて

いただき、請求日から７営業日を支払期限といたします。 

4.一度の取引について発生する関税・消費税等の立替額が３０万円を超える場合は、信用取

引の枠外となります。この場合、乙は甲に対して即時決済を求めることができ、決済が完

了するまでは、通関等の処理ができないものとなります。 

 

第４条（請求書の発行） 

請求書は、支払期日までに郵送または乙指定の WEBサイトに閲覧可能な状態におくことに 

より通知いたします。なお、書面による通知にかかる乙所定の手数料を請求できるものとし 

ます。 

 

第５条（払込期間と期限切れ等） 

1.自動口座振替の場合は、指定の日に指定口座より引き落とさせていただきます。（金融機

関が休みの場合は翌日に繰越されます。） 

2.現金および口座振込の場合は「新規取引開始申請書」または請求書の指定支払日までにお

支払い下さい。 

3.支払日を過ぎた場合、また自動口座振替の際の残高不足のため引落不能の場合、代金支払

いの不履行とみなします。 

 

第６条（支払停止の抗弁） 

甲は、乙の責に帰すべき貨物の紛失、棄損、延着等の事故が発生した場合、当該事故貨物の

代金に限り、条約、契約、国際宅配便約款等で定める乙の責任限度額の範囲内で支払停止の

抗弁をすることができるものとします。 

 

第７条（連帯保証人）  

1.連帯保証人は、甲と連帯して、本契約上負担する一切の債務を、信用取引に関する限度額

を超過して取引に及んだ場合の超過債務および信用取引に関する限度額の増額によって

生じた債務も含め、極度額３,０００万円の範囲内で保証します。 

2.連帯保証人は、甲から本契約締結までに以下の事項に関する情報の提供を受けたことを確

認します。 

（1）財務および収支の状況 

（2）主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況 

（3）主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、そ

の旨およびその内容 

 

第８条（延滞料金の請求） 

乙は、甲が代金支払を延滞した場合は、５条２項に定める約定支払期日翌日からの年１４． 

６%の遅延損害金に加え、手数料を含めた延滞料金、督促に要した書留代金や書類制作費、 

電話料等を加算して請求できるものとします。 

 

第９条（譲渡禁止）  

甲は、乙の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位、債務または個別の運送契約に

基づく債務を第三者に譲渡し、承継させもしくは担保に供してはならないものとします。 

 

第１０条（領収証の不発行） 

甲が、自動口座振替または口座振込にて支払を行った場合、乙は領収証を発行しないものと

します。甲が支払履歴の確認を要する場合、乙が発行した請求書および甲の預金口座の取引

履歴または銀行振込控によって確認するものとします。 

 

第１１条（通知義務）  

甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、乙に対して事前に（ただし、事前に通

知できない特段の事情がある場合には事後直ちに）文書にてその旨をご通知下さい。 

(1) 本社の移転 

(2) 商号・重要な組織の変更 

(3) 代表者、取締役等々の変更 

(4) 営業の一部または全部の譲渡 

(5) その他、営業上、経営上の重大な変更 

 

第１２条（解約）  

甲および乙は、１ヶ月前までに書面による通知の上、本契約を解約することができるものと

します。 

 

第１３条（信用取引資格停止） 

1.乙は、甲に以下のいずれかの理由が発生した場合、以降の信用取引利用資格を停止するこ

とが出来ます。 

(1)理由の如何にかかわらず一度でも期限をこえて支払がなされた場合またはその時にお 

いて現に契約上の支払がなされていない場合 

(2)運送の利用により発生した債務を第三者に転売または移動した場合 

(3)第１１条の通知がなく、電話番号やメール等での連絡が取れなくなった場合 

(4)その他、不安の抗弁権等により乙が判断したとき  

2.乙は本契約に定める事前告知の手続を経ることにより、乙との信用取引資格停止により甲

に生じた損害については、理由の如何を問わず一切責任を負わないものとします。 

 

第１４条（解除）  

乙は、甲に次の各号のいずれかの事由が生じたときは、何らの通知、催告を要しないで、基

本契約および個別の運送契約の全部または一部を直ちに解除し、それによって生じた損害の

賠償を請求することができるものとします。 

(1) 小切手、手形について不渡り処分を受け、または金融機関から取引停止処分を受けた

とき 

(2) 第三者から仮差押、差押、仮処分、租税滞納処分、その他の強制執行等を受けたとき 

(3) 破産、会社更生手続等の開始申し立てを受け、または自らこれらを申し立てたとき 

(4) 営業の廃止、休止、変更または解散したとき、もしくは解散したとみなされたとき 

(5) 基本契約または個別の運送契約上の義務の履行を怠ったとき 

(6) １回でも支払いを遅延し、催告を受けたにもかかわらず、相当期間を経過してもこれ

を履行しないとき 

(7) 暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし、または暴

力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、ま

たは業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったと乙が判断したとき 

(8) その他取引を継続するに重大な支障が生じたと乙が判断したとき  

 

第１５条（期限の利益喪失）  

甲に第１３条第１項および前条第１項各号に該当する事由が生じた場合、本契約および個別

の運送契約上の金銭債務につき、当然に期限の利益を失い、直ちにこれを乙に対して弁済し

なければならないものとします。 

 

第１６条（反社会的勢力でないことの表明） 

甲および乙は、現在または将来に渡り反社会的勢力（暴力団・暴力団員または暴力団員でな

くなってから５年を経過しない者・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動

等標ぼうゴロ・特殊知能暴力集団等・これに準ずる者および団体）でないことを表明します。 

 

第１７条（準拠法） 

本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。 

 

第１８条（合意管轄） 

本契約に関連して紛争が生じた場合、東京簡易裁判所を専属的な合意管轄裁判所とします。 

 

以上 

 

                        

 

 （）（） 

 

    年    月    日 

（甲）お客様 

住 所 

会社名 

代表者                  （印） 

 

（甲の連帯保証人） 

住 所 

氏 名                  （印） 

 

 

 

（乙）  東京都江東区亀戸 1-1-13 

株 式 会 社 ス コ ア ･ ジ ャ パ ン 

代 表 取 締 役   鈴 木  宏 治 

 


